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第５３回農薬専門調査会幹事会議事概要

○第５３回農薬専門調査会幹事会

日時：平成２１年７月２１日（火）１３：３０～１７：００

場所：食品安全委員会　中会議室

議事概要：

（１）アミスルブロム

・審議の結果、０．１ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺菌剤で、だいず、ばれいしょ等に使用し、てんさい、はくさい等への適用拡大申請がされています。

（２）エトフェンプロックス

・審議の結果、０．０３１ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正することとなった。

＊殺虫剤で、稲、小麦、かんしょ等に使用し、魚介類及び畜産物への残留基準値の設定が申請されています。

（３）スピノサド

・所見の見直しを踏まえた最終報告書修正書が作成され、農薬抄録の修正が行われた後、再度審議することとなった。

＊殺虫剤で、稲、ねぎ、みかん等に使用し、トマトへの適用拡大申請及び米、小麦等へのインポートトレランス申請がされてい

ます。

ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（４）トリネキサパックエチル

・審議の結果、０．００５９ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなっ

た。

＊植物成長調整剤で、日本国内での食用作物への登録はありません。

ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

（５）１－メチルシクロプロペン

・審議の結果、厳密な意味でのＡＤＩは求めることができないとされたが、０．０００９５ｍｇ／ｋｇ体重／日から大きく外れるもので

はないとして、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊植物成長調整剤で、りんご、なし及びかきへの新規農薬登録申請がされています。

（６）メプロニル

・審議の結果、０．０５ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺菌剤で、稲、麦類、ばれいしょ等に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。ポジティブリスト制度導

入に伴う残留基準が設定されています。

（７）その他

・既に食品健康影響評価を実施した農薬の適用拡大等の際に、新たな科学的知見が提出された場合の取扱いについて確認

した。

・農薬専門調査会において使用する用語（「暴露」または「曝露」）について、当面「暴露」とすることが確認された。他の調査会

も含めて統一することが提案された。
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